
鳥取市漁業近代化資金利子補給交付要綱

 （趣旨）

第１条 この要綱は、漁業近代化資金融通法（昭和４４年法律第５２号。以下「法」とい

う。）第２条第３項に規定する漁業近代化資金（以下「漁業近代化資金」という。）に係

る鳥取市漁業近代化資金利子補給金（以下「利子補給金」という。）に対し、鳥取市補助

金等交付規則（昭和４３年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 利子補給金は、漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資する

ことを目的として交付する。

 （利子補給金の交付対象者）

第３条 利子補給金の交付の対象となる者は、法第２条第２項に規定する融資機関（以

下「融資機関」という。）とする。

 （漁業近代化資金の借受対象者等）

第４条 漁業近代化資金の借受の対象となる者、利子補給金の交付の対象となる漁業近

代化資金の種類、期間及び利子補給率は別表のとおりとする。

 （利子補給契約）

第５条 利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行 

 うものとする。

 （漁業近代化資金貸付実行報告）

第６条 融資機関は、漁業近代化資金を貸し付けたとき又は貸付条件に変更があったと

きは、漁業近代化資金貸付実行報告書（様式第１号）を市長に提出しなければならな

い。

 （利子補給金の額）

第７条 利子補給金の額は、前条の報告に基づき、毎年１月１日から１２月３１日まで

の期間における漁業近代化資金につき、第４条に規定する利子補給率ごとに算出した

融資平均残高に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じた額（１円未満は切り捨てる。）

の合計額とする。

 （交付申請及び請求）

第８条 利子補給金は、規則第１１条の２の規定により、規則第４条に定める申請及び



規則第１１条に定める請求に関する手続を併合し、様式第２号に次の掲げる書類を

添えて行うものとする。

（1）鳥取市漁業近代化資金利子補給事業計画実績書
（2）漁業近代化資金貸付実行報告書の写し
（3）その他事業活用に関する証拠となる書類

（着手届を要しない場合）

第９条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２

号に定める補助事業等以外のすべての補助事業等に係る場合とする。

 （実績報告）

 第１０号 利子補給金は、規則第１２条ただし書の市長が指定する補助事業とし、実

績報告書の提出を要しないものとする。

（利子補給金の打切り等）

第１１条 市は、利子補給金の交付に係る漁業近代化資金を借り受けた者が、その借入れ

の目的以外の目的に使用したときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した

利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（報告の徴収等）

第１２条 融資機関は、当該融資機関の行った利子補給金の交付に係る漁業近代化資金

 の融資に関し市長が報告を求めた場合又は関係書類を調査させる必要があると認め

た場合は、これに協力しなければならない。

（雑則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。

   附 則

 （施行期日）

１ この要綱は、平成１６年１１月１日から施行する。

   附 則 

（経過措置）

２ この要綱の施行の日前に気高町漁業近代化資金利子補給交付規則（昭和６１年気高

町規則第１１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定に

よりなされたものとみなす。

   附 則



この要綱は、平成１８年 １月１９日から施行する。

この要綱は、平成２０年 ６月 ５日から施行する。

この要綱は、令和３年１０月２０日から施行する。



別表（第４条関係）

漁業近代化資金の借受対象者：漁業を営む個人

漁 業 近 代 化 資 金 の 種 類 期   間 利 子 補 給 率

２０トン未満の漁船及び機関の建造

若しくは取得又は改造
４ 年

貸付利率の２分の１以内とし、年１

パーセントを上限とする。

化繊漁網の購入 ３ 年
貸付利率の２分の１以内とし、年

０．５パーセントを上限とする。

集魚用発電機、漁業用無線機及び魚群

探知機等の購入
３ 年

貸付利率の２分の１以内とし、年

０．５パーセントを上限とする。

水産共同利用施設の設置 ４ 年
貸付利率の２分の１以内とし、年

０．５パーセントを上限とする。

前各号に掲げるもののほか市長が特

に必要と認めた資金
３ 年

貸付利率の２分の１以内とし、年

０．５パーセントを上限とする。



様式第１号（第６条関係）

漁業近代化資金貸付実行（変更）報告書

 下記のとおり貸付実行（変更）しましたので報告します。

年  月  日

           取扱金融機関            印

鳥取市長   様

貸 付 先
住 所

氏 名

資 金 用 途 貸 付 金 額

貸

付

条

件

利 率        年       パーセント

貸付実行日          年    月    日

据 置 期 限          年    月    日

償 還 期 限          年    月    日

支 払 期 日 償 還 元 金 残 高 摘 要



様式第２号（第８条関係）

   年   月   日

鳥取市長 様

                   申請人 住所

                       氏名

                   （自署の場合は押印不要）

鳥取市漁業近代化資金利子補給交付申請書兼請求書

  年度において、下記のとおり鳥取市漁業近代化資金利子補給金の交付を受けたいので、

鳥取市補助金等交付規則第 4条の規定により申請及び請求します。

記

１ 補助事業等の名称 鳥取市漁業近代化資金利子補給

２ 補助金交付申請（請求）額 

３ 添付書類

（１）鳥取市漁業近代化資金利子補給事業計画実績書

（２）漁業近代化資金貸付実行報告書の写し

（３）補助事業等の経過又は成果を証する書類

補助金が交付決定された場合は、下記の口座へ振り込んでください。

振込

口座

銀行・金庫

農協・組合
支店

１普通

２当座

口座

名義

フリガナ


